
開始 変更

 有 ・ 無

 名　称・ 資 本 金

 所在地・ 事業年度

 代表者・ そ の 他

住　所

氏　名

備
考

1 事業を開始した場合又は事務所を設置した場合は、事業開始等の日から３０日以内に申告してください。

1

2

3

4 連結の場合には、税務署に提出した連結納税にかかる申請書又は届出書の写し及びグループ一覧

解散、清算結了の場合には、登記事項証明書の写し

＜添付書類＞

合併の場合には、合併契約書の写し、定款、寄付行為、規約等の写し及び登記事項証明書の写し

事業を開始した場合又は変更した場合には、定款、寄付行為、規約等の写し及び登記事項証明書の写し

法　人　番　号  事業開始等申告書

亀山市
所在地等

電　話　番　号

異動事項

該当文字を○で囲んで下さい

（新）

（旧）

事 業 の 目 的 ・種 類

申告の別
（　設立・設置　） （　異動・合併・解散・閉鎖・休業・清算結了　）

申告期限の延長の有無

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

（有りの場合    延長月数　   　ヶ月）事
業
開
始
･
設
置

    令和　　年　　月　　日

代表者氏名

名　　　　称

次のとおり申告します。

電　話　番　号

　三重県亀山市長　あて

ふ　り　が　な

関与税理士

（℡　　　　　　　　　　　）

合　併
被 合 併 法 人 名

合 併 前 法 人 名

本店等所在地

解　散 清算人の住所氏名

　　　　　　　　　　　　　　　

事　　業　　年　　度 月　　　日　　　～　　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　印

開　始　・　変　更　年　月　日

変
　
　
更

資  本  金  等  の  額

　　　年　　　月　　　日

法人税にかかる連結納税制度適用 単体法人　連結親法人　連結子法人（連結親法人名　　　　　　　　）

名　　　　　称

所　　在　　地

受付印


